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Ⅰ『市連会報告』  

 

１ 令和４年度家庭防災員研修受講者の推薦について 

消防局 資料 市１ 

 

 今後発生が危惧される、大規模災害による被害を軽減するためには、「自助」とともに

「共助」の重要性がますます高まっています。 

  家庭防災員研修を通じて、自らの家庭を守るための知識や技術を身に付けるとともに、

共助の重要性について理解を深めてもらうことで、地域における防災活動の担い手とし

て活躍していただきたいと考えています。 

つきましては、自治会町内会に無理のない範囲で、令和４年度家庭防災員研修受講者の

推薦をお願いいたします。 

  なお、募集チラシの部数の追加が必要な際は、お渡しが可能ですのでご相談ください。 

 

【推薦方法】 

◇ 提出期限 令和４年４月 30 日(土) 

◇ 提出書類 家庭防災員研修受講者推薦書(第１号様式) 

◇ 提 出 先 保土ケ谷消防署総務・予防課 予防係（担当者：亀井・佐藤） 

 

【送付物】 

区分 備考 

自治会長１部 会長宛ての資料です。ご一読ください。 

   

【問合せ先】 

保土ケ谷消防署総務・予防課 ℡３４２－０１１９ 

保土ケ谷区連合町内会長連絡会 11 月定例会 

令和３年 11 月 18 日（木）午後２時から 

保土ケ谷区役所本館 地下会議室 

 

 

 

議題要約版  
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２ 第 28 期青少年指導員候補者の推薦について 

こども青少年局 資料 市２ 

   

第 27 期青少年指導員の任期が、令和４年３月 31 日を持って満了となります。 

つきましては、第 28 期青少年指導員（任期：令和４年４月１日～令和６年３月 31 日）

候補者を推薦していただきますようお願いします。 

 

【推薦方法】 

◇ 提出書類 第 28 期（令和４・５年度）横浜市青少年指導員候補者推薦書 

◇ 提出期限 令和４年２月４日（金） 

※ 期日までの提出が難しい場合には、地域振興課までご連絡ください。 

◇ 提 出 先 保土ケ谷区地域振興課生涯学習支援係 

 

※ 候補者の推薦は「横浜市青少年指導員委嘱要領」及び「第 28 期横浜市青少年指

導員委嘱手引き」に基づき実施してください。 

※ 年度途中の追加委嘱における推薦書提出時期について、第 28 期からは委嘱月の

前月５日（土日・祝日の場合は翌営業日）までに提出することとなりました。 

 

【送付物】 

区分 備考 

自治会長１部 会長宛ての資料です。ご一読ください。 

   

【問合せ先】 

保土ケ谷区地域振興課 ℡３３４－６３０８ 
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３ 令和３年度 自治会町内会長永年在職者表彰式について 

市民局 資料 市３ 

   

本年度の横浜市自治会町内会長永年在職者表彰式については、下記のとおり開催させ

ていただくことといたしましたのでお知らせいたします。 

なお、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、例年とは内容を変更して行い、

感染状況によっては中止とする場合があります。 

 

【表彰対象】 

令和３年度に、自治会町内会長(地区連合町内会長を含む)在職 10 年以上（以降５年

刻み）に達する方及び同年度に連合町内会長のみの在職年数が 10 年以上（以降 10 年

刻み）に達する方 

 

【在職 10 年・15 年、地区連 10 年表彰の皆様】 

保土ケ谷区自治会町内会長感謝会にて、区長より表彰状をお渡しします。 

日程や出欠確認等は、１月頃にご案内いたします。 

 

【在職 20 年以上、地区連 20 年・30 年表彰の皆様】 

下記の日程で、市長より表彰状をお渡しします。 

◇ 日程   令和４年２月 24 日（木） 10：00 から 

◇ 会場   市庁舎 31 階 レセプションルーム 

  ※ 12 月中旬に、「出欠確認はがき」と「表彰式の御案内」を対象者の皆様にお送り

いたしますので、市民局までご返送ください。 

※ 表彰年数に応じた記念品は、保土ケ谷区自治会町内会長感謝会にてお渡しします。 

  日程や出欠確認等は、１月頃にご案内いたします。 

 

【送付物】 

  なし 

       

【問合せ先】 

市民局地域活動推進課 ℡６７１－２３１７
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Ⅱ『区連会議題』  

 

１ 保土ケ谷区内の治安状況について（令和３年 10 月） 

保土ケ谷警察署 資料 区１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇犯罪の発生状況（令和３年 10 月末） 

 10月中  １～10 月末 前年比 

特 殊 詐 欺 2 23 0 

空 き 巣  1 7 -13 

ひ っ た く り  0 0 -1 

自 動 車 盗 3 7 +4 

オートバイ盗 1 37 +14 

自 転 車 盗  4 58 -4 

わ い せ つ 0 13 +7 

そ の 他 ※ 36 330 -90 

計  47 475 -83 

 ※その他（忍び込み、払出盗、万引き、居空き、  

部品ねらいなど）  

 

◇特殊詐欺が増加中（被害総額 約 7,400 万円） 

 ○オレオレ詐欺による被害総額が県下ワース

ト２（約 6,700 万円） 

「親族＋電話番号変更＋今すぐお金が 

必要＋代理人＝詐欺」 

 ○キャッシュカード交付型の被害額が増加

（約 635 万円） 

暗証番号は他人に絶対渡さない、教えない 

  「電話＋キャッシュカード＋暗証番号 

＝詐欺」 

 

◇県内において還付金詐欺が増加中！ 

 ○保土ケ谷区内での発生件数は１件ですが、

県内では還付金詐欺が増加傾向にありま

す。（被害総額 約３億円） 

○還付金詐欺の流れ（例） 

  

「医療費の払い戻しがある」「税金の還付金が

ある」等の電話。期日は今日までと急がせ

る。 

↓ 

「近くのＡＴＭで手続き可能」「ＡＴＭに着い

たら操作を教えるので、連絡すること」等

を伝え、ＡＴＭに向かわせる。 

↓ 

犯人からの指示通りに操作すると、自分の

口座から犯人の使用する口座へ振り込み

となる。 

  

 

 

  

 

◇被害に遭わないために 

 ○迷惑電話防止機能を有する機器等 

への変更 

  簡単で効果的な被害防止対策 

→電話に出ないこと！ 

  ～今すぐ、留守番電話に設定！ 

 

 

 

 

 

 

◇交通事故発生状況（令和３年 10 月末） 
  10月中  １～10 月末 前年比 

発生件数  43 360 +26 

死 者 数  0 2 -2 

負傷者数  45 410 +24 
 

◇歩行者の交通死亡事故が多発！ 

 県内では、歩行者の交通死亡事故が多発し 

ています。 

 歩行者の方は、早朝や夜間は明るい服装や 

反射材を身に着け、周囲に存在をアピールし 

ましょう。 

 横断歩道を横断する際は、左右の安全確認 

をしてから横断しましょう。 

 

 

【送付物】 

なし 



5 

２ 保土ケ谷区内の火災・救急状況（令和３年 10 月 31 日現在） 

保土ケ谷消防署 資料 区２ 

 

令和３年１月１日から令和３年 10 月 31 日までの保土ケ谷区内における火災・救急状

況を報告します。 

■火災状況                     (  )内は横浜市内  

  区分 
年 

火災 
件数 

火災種別 被害程度 

建物 
火災 

車両 
火災 

その他

の 

火災※ 

焼損
面積 
（㎡） 

死者 
（人） 

負傷者 
（人） 

令和３年 33(583) 25 3 5 555 1  10 
令和２年 21(535) 15 2 4 236 1 2 
増△減 12( 48) 10 1 1 319 0 8 

  ※ その他の火災とは、雑草及びゴミや車両として運行できない廃車等が焼損した 

火災です。 

（主な出火原因） 

  区分 
 

年 
放火 こんろ 

 
 たばこ 

 
排気管 配線器具 

令和３年 8 5 4 2 2 
令和２年 2 4 2 0 0 
増△減 6 1 2 2 2 

 ■地区別火災件数（令和３年 10 月中） 

保土ケ谷地区 0 岩間地区 0 仏向地区 0 
保土ケ谷南部地区 0 中央地区 0 川島原地区 0 
保土ケ谷中地区 1 中央東部地区 0 西谷地区 1 
保土ケ谷東部地区 0 和田・釜台地区 0 上新地区 1 
保土ケ谷西部地区 0 上星川地区 0 新桜ケ丘地区 1 
権太坂境木地区 0 常盤台地区 0 上菅田地区 0 
岩井町原地区 0 川島東部地区 0 その他、未加入 0 

                                                        計 ４ 件 

 ■救急状況                   (  )内は横浜市内 

  区分 
 

年 
件数 急病 

一般 
負傷 

交通 
事故 

その他 
※ 

１日 
あたり 

令和３年 9,417(169,070) 6,494 1,672 486 765 31.0 
令和２年 9,042(161,441) 6,221 1,684 456 681 29.6 
増△減 375(7,629) 273 △12 30 84 1.4 

 
※ その他には、自損行為・加害・運動競技・労働災害・火災・転院搬送等が 

含まれます。 

 

 ■火災事案（令和３年 10 月中） 

   １ 令和３年 10 月 3 日  保土ケ谷町      建物火災（負傷者なし） 

      ２ 令和３年 10 月 16 日 新井町        建物火災（負傷者１名） 

   ３ 令和３年 10 月 23 日 西谷一丁目     その他火災（負傷者なし） 

    ４ 令和３年 10 月 24 日 新桜ケ丘一丁目   その他火災（負傷者なし）    

 

【送付物】なし  【問合せ先】保土ケ谷消防署総務・予防課 ℡３４２－０１１９ 
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３ 保土ケ谷区消防出初式の開催について 

保土ケ谷消防署 資料 なし 

   

  例年１月に開催している保土ケ谷区消防出初式は、新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため規模を縮小して開催します。 

なお、一斉放水などは行わず、表彰のみの実施とし、一般参加・観覧はありません。 

 

【参考】 

◇ 日時：令和４年１月６日（木） 

◇ 場所：保土ケ谷消防署訓練室 

 

【送付物】なし 

 

【問合せ先】 

保土ケ谷消防署総務・予防課 ℡３４２－０１１９ 

 

 

 

 

４ 住宅用火災警報器の設置及び維持管理について 

保土ケ谷消防署 資料 区４ 

 

 住宅用火災警報器の設置が義務化されてから 10 年が経過しました。住宅用火災警報器

の寿命は約 10 年と言われており、現在設置されている住宅用火災警報器が、電池切れや

故障等で、気づかぬ間に火災を感知しなくなる恐れがあります。 

  この機会に地域の方々へ住宅用火災警報器の設置及び点検・交換を呼び掛け、より一

層の地域の住宅防火対策を推進していただきますようお願いします。 

  

【購入について】 

◇ 家電量販店やホームセンター、またはお近くの防災機器販売店等で購入できます。 

◇ まとめて購入（共同購入）することで、個人で販売店等に足を運ぶ必要がなくな

り、手間を省くことができるなどメリットがありますので、各地域での共同購入

についてもご検討ください。 

 

【送付物】 

区分 備考 

自治会長１部 会長宛ての資料です。ご一読ください。 

     

【問合せ先】 

保土ケ谷消防署総務・予防課 ℡３４２－０１１９ 
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５ 令和３年度 保土ケ谷区社会福祉協議会世帯賛助会費の募集について 

区社会福祉協議会 資料 区５ 

   

区社協世帯賛助会費の各自治会町内会での募集、取りまとめ及び区社協宛の送金等に

ついてご協力をお願いいたします。 

 

【区社協世帯賛助会費について】 

次年度の地区社協予算に組み込んでいただけるよう、年度内に地区社協活動費とし

て還元いたしますので、令和４年２月下旬を目安に納入をお願いします。 

   当該会費は本会の趣旨に賛同して会費を納入いただくものであり、任意の参加、任

意の額でのご協力という点を本年もご周知くださいますようお願いします。 

 

【保土ケ谷区社会福祉協議会広報動画について】 

今年度新たに制作した広報動画「社会福祉協議会ってなに？」を通して、住民の皆

様に本会の事業、及び地域福祉の活動をご周知いただくことで、当該会費募集に対す

る住民皆様のご理解の一助になればと考えております。 

   つきましては、区社協世帯賛助会費の資材とともに、広報動画の案内文とチラシに

つきましても同時に配布くださいますようお願いいたします。 

 

【送付物】 

別途、11 月下旬に区社会福祉協議会より送付します。 

◇ 会費募集に関する依頼文 

◇ 広報動画の案内文とチラシ 

  

【問合せ先】 

保土ケ谷区社会福祉協議会 ℡３４１－９８７６ 
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６ 各種募金・会費のゆうちょ銀行を利用した現金での払込みにかかる加算 

料金について 

区社会福祉協議会 資料 区６ 

   

  保土ケ谷区社会福祉協議会では、各種募金・会費の払込に際して、区社協窓口へのご

持参、各銀行口座からの振込、またはゆうちょ銀行での「払込料金加入者負担」（区社協

負担）の払込取扱票により振込をしていただいております。 

ゆうちょ銀行において、令和４年１月 17 日から、振込取扱票を使用しても、現金取扱

料金と硬貨取扱料金が払込者に加算することが決定されましたので、ご注意いただきま

すようお願いします。 

 

【払込料金の加算】 

窓口やＡＴＭでの払込みにあたり、現金でお支払いの場合には、１件ごとに料金   

110 円が加算され、払込みの際に支払う必要があります。  

 

【硬貨取扱料金の新設】 

払込みにあたり、窓口へ硬貨を持ち込む場合、枚数に応じた料金がかかります。  
 

硬貨枚数 料金 

1～50 枚 無料 

51～100 枚 550 円 

101～500 枚 825 円 

501～1,000 枚 
1,100 円 

（以降 500 枚毎に 550 円加算） 

 

【送付物】 

別途、11 月下旬に区社会福祉協議会より送付します。 

  

【問合せ先】 

保土ケ谷区社会福祉協議会 ℡３４１－９８７６ 
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７ 日本赤十字社会費募集協力事務費及び共同募金広報紙「共同募金ほどがや

だより」・区社協広報紙「社協ほどがや」・「社協及び賛助会費の広報動画

に関するチラシ」配布にかかる手数料の送金について 

区社会福祉協議会 資料 区７ 

   

日本赤十字社会費募集協力事務、広報紙「共同募金ほどがやだより」、「社協ほどがや」

及び「社協及び賛助会費の広報動画に関するチラシ」の配布につきまして、各自治会町

内会の指定金融機関に当該手数料を振り込みいたしますので、別途郵送する通知文の内

容の確認、会計担当の方への引継ぎ及び入金確認をお願いいたします。 

 

【入金内容の内訳】 

◇ 日本赤十字社会費募集協力事務費 

◇ 共同募金広報紙「共同募金ほどがやだより」配布手数料 

◇ 区社協広報紙「社協ほどがや」配布手数料 

◇ 「社協及び賛助会費の広報動画に関するチラシ」配布手数料 

 

【振込予定日】 

  令和３年 11 月 29 日（月） 

 

【送付物】 

別途、11 月下旬に区社会福祉協議会より送付します。 

 

【問合せ先】 

保土ケ谷区社会福祉協議会 ℡３４１－９８７６ 
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８ 「保土ケ谷駅東口バスターミナルのバリアフリー化が完成！」について 

保土ケ谷土木事務所 資料 区８ 

 

 横浜市では、駅周辺のバリアフリー化の具体的な整備内容を定めた「星川駅・天王町

駅・保土ケ谷駅周辺地区道路特定事業計画」を令和元年度に策定しました。 

これまでＪＲ保土ケ谷駅東口のバス・タクシー乗降車場のレイアウト変更などバリア

フリー化を進め、このたびエレベーター及びバスターミナルが完成し、11 月 17 日（水）

午前 10 時から供用開始しました。 
 

 【バリアフリー化の主な内容】 

◇ エレベーターの設置 

◇ バス・タクシー乗降車場及び待機場所の変更 

◇ 横断施設の設置（一部バス乗車場への横断指導線設置） 

◇ 視覚障害者誘導ブロックの設置 

◇ 横断防止柵の設置 
 

【送付物】 

なし 

 

【問合せ先】 

◇ エレベーター整備に関すること 

道路局施設課 ℡６７１－３３５９ 

  ◇ バスターミナルのバリアフリー化に関すること 

保土ケ谷土木事務所 ℡３３１－４４４５ 
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９ 自治会町内会館における環境にやさしい電力への切替について 

区政推進課 資料 区９ 

 

 太陽光や風力など、温室効果ガスを排出しない再生可能エネルギー電力の普及のため

に推進する、「みんなでいっしょに自然の電気」キャンペーンについてお知らせします。 

このキャンペーンをご活用いただき、自治会町内会館で使用する電力について、再生

可能エネルギー電力への切替をご検討ください。 

なお、本キャンペーンは、ご家庭の電力も対象となっておりますので、併せてご検討

ください。  

 

【「みんなでいっしょに自然の電気」の特徴】 

◇ 再生可能エネルギー電力の利用希望者が多く集まることでスケールメリットが

生まれ、お得な電気代で利用ができます。 

◇ 前回の本キャンペーンでは、約 6,900 世帯が参加し、一般的な電気代と比較して、 

年間平均約９％安い価格となりました。 

◇ 再生可能エネルギーは温室効果ガスを排出しないため、地球温暖化の緩和に貢献   

 できます。  

 

【参加登録について】 

◇ 参加登録期間：令和３年 10 月 22 日～令和４年１月 31 日 

◇ 参加登録費用：無料 

※ 参加登録後、見積金額を確認してから電力を切り替えるかの判断ができます。 

 

【送付物】 

区分 備考 

自治会長１部 会長宛ての資料です。ご一読ください。 

 

【問合せ先】 

保土ケ谷区区政推進課 ℡３３４－６２２７ 
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10 その他の回覧依頼・掲示依頼・各自治会１部                 

資料 区 10 

【掲示依頼】 

◇ 「ほどがや健康塾」ポスター         （（一社）横浜市保土ケ谷区医師会） 

◇ 消費生活情報「よこはま くらしナビ月次相談リポート」12 月号    （経済局） 

◇ 「第８回ほどがや防犯川柳コンクール」作品募集チラシ      （地域振興課） 

◇ 「令和３年度 保土ケ谷区脳卒中予防講演会」ポスター   （高齢・障害支援課） 

 

【自治会長１部】※会長宛ての資料です。ご一読ください。 

◇ 令和３年度 年末の交通事故防止運動 横浜市実施要綱         （道路局） 

◇ 令和３年度 飲酒運転根絶強化月間 横浜市実施要綱          （道路局） 

 

 

Ⅲ  『その他』  

 

 

 

 

Ⅳ  『次回定例会』  ※ 地 区 連 長 様 へ の ご 案 内  

 

１月定例会 

   ◇ 開催日 令和４年１月 18 日（火） 午後３時００分～ 

   ◇ 場 所 保土ケ谷区役所本館４階 ４０１会議室 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催中止・変更となる場合がございます。 

 

 

★保土ケ谷区連合町内会長連絡会のホームページ  

 保土ケ谷区の自治会町内会に関する情報や、区連会定例会のレジメが随時更新されてい
ますので、お気軽にアクセスしてください。 http://www.hodogaya-kurenkai.jp/ 

保土ケ谷区連合町内会長連絡会 

 

検 索 


